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１５ 自動車 

 

１．自動車運転教習費の助成 

 

身体障がい者・知的障がい者が自動車運転免許を取得する際に、その必要な費用の一部を

助成する制度です。 

（１）対象 

１８歳以上の身体障がい者・知的障がい者で次のいずれにも該当する方で、教習所を卒業し

ていない方。 

①自動車教習所の入所に当たって行われる適性検査に合格した方。 

②身体障害者手帳３級以上又は愛の手帳４度以上をお持ちの方。ただし、内部障がいにつ

いては４級以上で歩行が困難な方。下肢又は体幹に係る障がいについては５級以上の身

体障害者手帳の交付を受けている方で、歩行が困難な方。 

③引き続き３か月以上荒川区に住所のある方。 

④前年の所得税の年額が４０万円以下の方。 

（２）助成額 

第一種普通自動車免許については教習所などの入所料、教習料など助成対象経費の３分の

２の額で、次の額を限度とします。ただし、自動車運転免許を取得した方に限ります（免許証を

確認します）。 

前年の所得税額 限度額 

０円 １６４，８００円 

１～４２，０００円 １４４，２００円 

４２，００１～４００，０００円 １２３，６００円 

限定解除の費用については２０，６００円を限度とする。 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

２．自動車運転免許の無料教習 

 

身体障がい者が就職するために自動車運転免許を取得する際、教習費を助成する制度です。 

（１）対象 

１８歳以上の身体障害者手帳所持者で、次のいずれにも該当する方 

※令和６年９月３０日現在、本事業は休止中です。 
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①公共職業安定所に求職登録をしてある方 

②運転免許試験場の運転適性検査に合格した方 

③下記センターが入所を認めた方 

（２）内容 

所定の教習料が無料（検定料など、自己負担約３５，０００円）。教習期間は３か月（入所日は、

１、４、７、１０各月初め。申込締切は前月１５日まで）。身障者専用宿舎あり、ほかに有料の障が

い者教習のコースもあります。 

< 問合せ >  身体障害者運転能力開発訓練センター（通称：あずまえん＝東園） 

〒３５２－００２３ 埼玉県新座市堀ﾉ内２－１－４６（月曜定休） 

電話 ０４８－４８１－２７１１  FAX ０４８－４８１－６５７８ 

 

３．自動車改造費の助成 

 

重度の身体障がい者が就労等のため自ら運転する自動車を購入したとき、改造（ハンドル、

ブレーキ、アクセル等）に要する費用を助成する制度です。 

（１）対象 

次のいずれにも該当する方 

①１８歳以上で、上肢、下肢又は体幹機能障がいが 1・2 級の身体障害者手帳の交付を受け

ている方 

②荒川区内に住所のある方 

③本人又は扶養義務者等の前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額（１４０ページ）

の範囲内の方 

（２）助成額 

１３３，９００円を限度とします。 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

４．駐車禁止規制の適用除外 

 

駐車禁止等除外標章の交付を受けた障がい者本人が現に使用中の車両が、駐車禁止規制の

適用から除外されます。 

（１）対象 

身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、次のいずれかに
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該当する方。 

①身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、下記のいずれかに該当する方 

（再認定審査が指定されている方は、再認定審査が終了していること） 

・視覚障がい １級から３級までの各級又は４級の１ 

・聴覚障がい ２級又は３級 ・平衡機能障がい ３級 

・上肢機能障がい １級、２級の１又は２級２ 

・下肢機能障がい １級から４級までの各級 

・体幹機能障がい １級から３級までの各級 

・運動機能障がい（上肢機能） １級又は２級 

（一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。） 

・運動機能障がい（移動機能） １級から４級までの各級 

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸小腸機能障がい１級又は３級 

・免疫又は肝臓機能障がい １級から３級までの各級 

②愛の手帳（東京都療育手帳）の交付を受けている方のうち、１度又は２度の方 

（３・６・１２・１８歳に達したときの更新申請が終了している方） 

③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、１級で、精神通院医療に係る自

立支援医療費の支給を受けている方 

④福祉タクシー又は福祉団体・施設及び介護サービス等の車両で、「患者輸送車」又は「車い

す移動車」として運輸支局の登録を受けている車両 

（２）申請に必要なもの 

①身体障害者手帳等 

②住民票の写し（発行日から３か月以内のもの） 

③申請代理人が申請する場合は、申請者との続柄が確認できるもの（代理人は３親等以内

の血族者に限る） 

※申請前に下記の問い合わせ先に連絡し、詳細について確認してください。 

（３）申請場所 

原則として、申請者の住所地を管轄する警察署（交通課） 

< 問合せ > 

○荒川警察署 電話 3801－0110  FAX 3801－6150 

   ・荒川１丁目～８丁目 

   ・東日暮里１丁目（１番～８番、１４番、１７番を除く） 

   ・東日暮里２丁目～６丁目  ・西日暮里 1～6 丁目 
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   ・町屋１丁目～４丁目  ・町屋８丁目 

○南千住警察署 電話 3805－0110  FAX 3805－1610 

   ・南千住１丁目～８丁目 

   ・東日暮里１丁目（１番～８番、１４番、１７番） 

○尾久警察署 電話 3810－0110  FAX 3810－1700 

   ・東尾久１丁目～８丁目  ・西尾久１丁目～８丁目 

   ・町屋５丁目～７丁目 


